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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１２月５日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時５１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安 藤 　 薫  副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 　教育長　箸尾谷知也
教育総務部長　山本和憲　　　総務課長　溝口哲也　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘　同部参事兼こども教育課長　小林寿弘　　

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　川本勝也 　同局書記　長澤佳子

１．審査案件

議案第６４号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

　議案第７３号　摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例制定の件

　議案第７４号　摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

　　条例制定の件

　議案第７９号　摂津市立学童保育室条例の一部を改正する条例制定の件

　議案第８０号　摂津市立児童発達支援センター条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○安藤薫委員長　おはようございます。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

します。

　初めに、理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　師走、何かとお忙しいところ、委員会

をお持ちいただきまして大変ありがとう

ございます。

　本日は、先日の本会議で付託されまし

た案件についてご審査をいただくわけで

すが、何とぞ慎重審査の上、ご可決いた

だきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

　一旦中座させていただきます。

○安藤薫委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、嶋野委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　議案第６４号所管分の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方、どうぞ。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　おはようございます。

　それでは、第６４号につきまして質問

をさせていただきたいと思います。

　まず、児童福祉費負担金でございます

けれども、今回、国庫支出金と府の支出

金が計上されておられまして、これに基

づいて支出もされていくということでご

ざいます。

　聞くところによりますと、どこの自治

体におきましても、この負担金というか、

こういったサービスの需要というものが

伸びているんだというお話をお聞かせい

ただきました。そういうことについて、

どのように分析をされておられるのか、

この際お聞かせをいただきたいと思いま

す。わかる範囲で結構ですので、お聞か

せいただきたいと思います。

　それから、債務負担行為でございまし

て、当委員会にかかわるものとして３事

項あると思っておりますけれども、それ

ぞれ今回この債務負担行為をされるといっ

たことは、今後、事業を進捗していく上

で、タイミング的にこの時期しかなかっ

たのかと思うわけでございますが、その

点につきましてもお聞かせいただきたい

と思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　それでは、答弁を求め

ます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

私から子育て支援課に係るご質問につい

てご答弁申し上げます。

　サービスの需要が伸びていることにつ

いてということでございますけれども、

この事業につきましては、今年度、機構

改革によりまして保健福祉部から教育委

員会に所管替えになった事業でございま

して、児童福祉法に基づいて実施をさせ

てもらっております。身体障害、知的障

害、精神障害の３障害のほかに、療育の

必要があると認められた児童を対象とし

た通所のサービスを提供するものとなっ

ております。

　平成２４年度に制度が発足いたしまし

たけれども、まず事業所の数が非常に増
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加してきております。それが、サービス

量の増加につながっていると考えており

ます。

　年度ごとの月平均の利用人数を申しま

すと、平成２４年度で１２３人、それが

平成２５年度には１６９人、平成２６年

度、１０月までの平均となりますけれど

も、１８６人に増加してきております。

　また、年間の利用件数につきましても、

平成２４年度が１万３９件、平成２５年

度が１万６，３８６件、平成２６年度、

年間の現時点での見込みでございますが、

１万８，０００件から１万９，０００件

程度と予測しております。

　この中でサービスの種類が幾つかござ

いますが、特に就学時の放課後等デイサー

ビスという事業が全体の給付費に占める

割合が伸びてきております。これが非常

に大きい要因と思っております。ちなみ

に、割合としましては、平成２４年度が

３３．９％、平成２５年度が５２．７％、

平成２６年度、１０月時点での数字でご

ざいますが、５７．５％となってきてお

り、給付費も大幅に伸びてきているとい

う状況でございます。

　以上、よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　こども教育課

に係ります債務負担行為につきましてご

説明をさせていただきます。

　民間保育所施設整備補助事業として債

務負担行為を上げさせていただいており

ますけれども、この分につきましては、

本市におきましては、保育所の待機児童

解消というのが急務でございます。とり

わけ安威川以北地域の待機児童について

は対策が必要であると考えております。

　そういうような中、社会福祉法人桃林

会さんのほうから、来年、平成２７年５

月にみなみせんりおか保育園の分園を学

園町に開設したいという意向がございま

した。大阪府と協議いたしましたところ、

平成２６年度中に施設整備に着手するこ

とであれば、平成２７年度に整備完了が

またがったとしても、平成２６年度の大

阪府安心こども基金、賃貸物件による保

育所整備事業の対象事業となるとのこと

でございました。そのようなことから、

市として平成２６年度に債務負担行為を

行い予算の確保を行いまして、事業者の

ほうで入札、工事等、開設に向けての準

備を進めていただきたいと考えてのもの

でございます。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、総務課に係

ります債務負担行為の補正について答弁

させていただきます。

　今回、小学校耐震補強等事業と中学校

耐震補強等事業で債務負担行為の補正予

算を計上させていただいております。こ

ちらの工事につきましては、現在、計画

的に進めさせていただいておりまして、

来年度、平成２７年度、耐震化率１００

％達成の目標に向けて、現在進めさせて

いただいておるところでございます。

　今回、１２月議会において債務負担行

為の補正予算を計上させていただくこと

についてでございますけれども、現在、

東日本大震災等の復興事業や東京オリン

ピック等の工事が現在進められておると

いうところで、職人の確保がなかなか難

しいという現状等や、資材の高騰等で、

他の自治体によっては入札不調が発生し

ているというような情報も聞いておりま

す。

　今回、平成２７年度につきましては鳥

飼小学校の耐震補強等工事が、工期が１

年度にわたるということもございまして、

早い時期に前年度に入札行為等をさせて

いただく予定で進めさせていただいて、
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先ほど申しましたように、できるだけ職

人等の確保も早目に進めさせていただく

ということもございまして、今回の１２

月議会で債務負担行為を計上させていた

だくということでございます。

　よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、再度質問

をさせていただきたいと思います

　本当に詳しくご答弁いただきましてあ

りがとうございました。

　通所支援なんですけれども、木下課長

から答弁いただきまして、放課後デイサー

ビスの需要がふえているというお話をい

ただきました。平成２４年度が全体の割

合の３３．９％だったものが、平成２６

年度１０月末現在で５７．５％というこ

とで、これはやはり子どもたちが放課後

にどのように過ごすのかということと非

常に深く関係していると思います。

　たしか、この間決算の委員会であった

と思いますけれども、子どもたちが、特

に小学生が放課後にどのような場所でど

のように過ごしているのかということに

ついては、詳しく調べていただきたいと

いうお話をさせていただきました。今す

ぐにそれが、回答が出てくるというわけ

でないということは私も理解をしており

ますので、そういったことを含めて、今

後、子どもが放課後にどのように過ごし

ていくのかということについて、摂津市

として、まずはその基本となる理念をしっ

かりと定めていただいて、それに基づい

て民間の事業者に協力をしていただくべ

きところは協力をしていただきながら進

めていただきたいと思いますので、これ

は要望として申し上げたいと思います。

　それから、債務負担行為のところで答

弁をいただきました。

　１点お聞かせいただきたいのは、民間

保育所の施設整備のことでございまして、

平成２７年５月の分園に向けてというこ

とで小林課長からお話を聞かせていただ

いたところでございますけれども、今、

とりわけ安威川以北の待機児童の解消と

いったものは非常に大きな課題だという

ことで、これは皆さん一致をした認識だ

ろうと思っているとこでございますが、

今回この分園することによって、どの程

度の定員等があるのか。一度、その点に

つきましてはお聞かせをいただきたいと

思います。

　それから、耐震補強のとこでございま

して、溝口課長からご答弁いただきまし

た。

　非常に長期にわたって補修されるとい

うことをお聞かせいただいたところでご

ざいますけれども、これはもうこの場で

はお聞きしませんけれども、そのことに

よって鳥飼小学校の児童にいろいろな、

特に体育の授業等で影響が出てくるのか

なというように思います。今日は債務負

担行為でございますので、詳しいことに

つきまして聞くことはございませんけれ

ども、ぜひ、そういったところもしっか

りと焦点を当てていただいて、体育といっ

たものも非常に大きな子どもたちにとっ

ては授業でございますので、その点もい

ろいろと工夫をしていただいて、特に体

育という観点からのアプローチをよろし

くお願いしたいと思っております。

　１点だけ、よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　それでは、分園と待機

児童の問題について、小林参事、お願い

します。

○小林次世代育成部参事　待機児童解消

に向けた民間保育園の分園ということで

ございますけれども、１１月１日現在、

摂津市内の実待機児童数というのが１１

７名ということで発表させていただいて
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おりますけれども、やはり、先ほど申し

ましたように、その中でも安威川以北の

待機児童数というのが、大体７０％から

７５％になっております。

　今度のみなみせんりおか保育園の分園

は、その中でも特に待機児童が多いゼロ

歳・１歳・２歳を対象とした分園でござ

いまして、定員も当初２０名として開設

をされるとお聞きしております。将来的

にはもう少し定員の増も、余裕のある施

設でございますので、検討していきたい

とおっしゃっております。

　以上です。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　要望とさせていただ

きたいと思いますけれども、具体的な数

字をお聞かせいただきました。ありがと

うございます。

　今回のこの分園といったものは、これ

から摂津市の待機児童の問題を考えたと

きには、いろいろな可能性を持った取り

組みだと思っていますので、ぜひこれを

成功裏に納めていただいて、こういった

取り組みが広がっていくことを期待させ

ていただきまして、質問を終わりたいと

思います。

○安藤薫委員長　ほかにございませんか。

　南野委員。

○南野直司委員　私から何点かお聞かせ

いただきたいと思います。

　民間保育所施設整備補助事業について、

先ほどいろいろ説明がありましたけれど

も、もしこの補助の内訳といいますか、

中身についてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、もう１点は小学校耐震補強

等事業、それから中学校耐震補強等事業

について説明がありましたけども、鳥飼

小学校ということで出ておりましたけど

も、中学校に関してもどの学校かという

部分ですね。この債務負担行為の金額の

その中身についてお聞かせいただきたい

と思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　小林参事。

○小林次世代育成部参事　民間保育所施

設整備補助事業の４，７２５万円の内訳

でございますけれども、その債務負担行

為の金額の根拠と申しますのは、施設整

備費及び賃貸物件でございますので、借

り上げに対する補助を含む金額でござい

ます。算出の根拠といたしましては、施

設整備費として補助基準額に補助率を掛

けまして、補助額１，６５０万円と賃貸

料補助が３，０７５万円の、合計４，７

２５万円の内訳でございます。

　なお、債務負担行為を設定いたしまし

て、平成２７年度当初予算でこの歳出金

額を市として組みますけれども、先ほど

申しました大阪府の安心こども基金のほ

うから補助基準額に対する補助額がそれ

ぞれございますので、実際の市の支出額

については、少なくなる予定でございま

す。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、小学校、中

学校耐震補強等事業に係る答弁を申し上

げます。

　小学校につきましては、先ほど鳥飼小

学校の耐震補強工事の説明をさせていた

だいておりますけども、耐震補強ではご

ざいませんが、小学校におきましては別

府小学校の大規模改修工事を予定させて

いただいております。

　あと、中学校につきましては、第一中

学校、第二中学校、第四中学校の耐震補

強工事を予定させていただいております。

　耐震補強工事以外につきましても、施

設の老朽化に伴いまして改修工事を予定
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させていただいております。外壁改修工

事や屋上防水工事、その他工事といたし

ましてトイレ改修等の工事も予定させて

いただいております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　わかりました。詳しく

ご説明いただきましてありがとうござい

ます。

　民間保育所施設整備補助事業について、

みなみせんりおか保育園の分園というこ

とで開設されるということで、定員が２

０名から、また少しふえるというご答弁

もあったと思います。待機児童解消に向

けていいことだと思っております。

　このような形で手を挙げていただいて、

またそういったマンションの１室を利用

されて保育園を開所されるというのも、

いいことだなと思っておりますので、積

極的に待機児童解消に向けて取り組んで

いただきたいと思っております。

　小学校と中学校の耐震に関しましては、

平成２７年度中に１００％ということで

取り組みを進めていただいております。

　これは要望ですけども、あわせて非構

造部材の耐震化といいますか、改修もあ

わせてしていただきたいのと、先ほど職

人さんの確保とか、あるいは資材の調達

等々のお話もご答弁があったと思います。

学校施設でございますので、工期をきっ

ちりと、決められた工期に完了ができま

すよう、子どもたちの勉強に支障を来さ

ないように、また地域の方の利用される

イベント等々もありますので、その辺も

しっかり考えながらスケジュールを組ん

でいただきたいと思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　ほかにございますか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、一般会計

補正予算の分で、先ほどから質問は出て

おりますけれども、通所給付費の件でご

ざいます。

　この通所給付費の件でございますが、

先ほどご説明がありましたように、非常

に増加してきているという現状がござい

ます。これに関しまして、内訳といたし

まして、そのうちの放課後等デイサービ

スの分は大体、総額幾らぐらいになって

いるのか。それから、そのほかの部分に

関しての金額、これも教えていただきた

いと思います。

　それから、利用人数ですね。先ほど未

就学児、小学生、中学生、高校生、この

利用人数をお答えいただいておりました

けれども、この未就学時に関しましての

部分と、それから小・中・高生の部分、

これに関しての利用数、これもお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、今現在、この摂津市内にあ

る事業者数、こちらももう一度確認をさ

せていただきたいと思います

　それから、この事業所の中で一番多く

利用されているところ、こちらもお答え

いただきたいと思います。

　それから２点目でございますが、民間

保育所施設整備補助事業でございます。

平成２６年度の工事着手ということでご

ざいますけども、桃林会さんとお話をさ

れて分園という形をとられるということ

をご説明いただきました。この桃林会さ

んが、聞くところによりますと、こども

園に移行したいというような意向もござ

いまして、例えばこの桃林会さんが今度

の分園の分をこども園に移行したいと行

く行くはおっしゃったときに、それが認

可されるものなのか、されないものなの

かをお答えいただきたいと思います。

　それから、大阪府の安全こども基金と、

それから今回も多額の市からの補助も出
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ておりますし、国の補助も出ております

けれども、こちらに関して、先ほどご説

明いただいたように、ゼロ歳から１歳・

２歳・３歳の待機児童解消を、実際この

分園をすることによって、全体からどれ

ぐらいの解消がなされているのかという

パーセンテージをお答えいただければと

思います。

　それから、もう一つ、３点目でござい

ますが、小学校耐震補強等事業でござい

ます。こちらは１月か２月に入札をして、

２月の定例会でというスケジュールで進

むということでございますので、こちら

のスケジュール等は、各団体や学校、自

治会、こういったところに周知がされて

いるのか。鳥飼小学校に関しましては１

年おくれという形で、地区体育祭も中止

というような現状がございましたので、

そのあたり、もう一度、再度、そういっ

た各団体や自治会にもこのタイムスケジュー

ル的なことはお伝えしているのかどうか

ということをお聞かせいただきたいと思

います。

　以上、３点です。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、通所

給付費に係るご質問にご答弁申し上げま

す。

　まず、１点目の放課後等デイサービス

などを含めた歳出の種類別の給付費の内

訳でございます。平成２５年度決算額で

申しますと、まず一番多いのが、先ほど

申されました放課後等デイサービスが８，

７６２万６，０００円、次に多いのが未

就学児に係りますサービスで、児童発達

支援が６，１２８万２，０００円、その

ほか医療型児童発達支援が６８８万２，

０００円、障害児相談支援が８８０万１，

０００円などとなっております。

　次に、利用人数の内訳でございますけ

れども、平成２６年度の現時点で、通所

給付費全体の利用人数で申しますと、ま

ず未就学児の方が１０５名、それから小

学生の方が９７名、中学生の方が１９名、

高校生の方が１３名となっております。

　さらに、事業所の数ということでござ

いますけれども、現在、通所サービスの

事業所といたしましては、本市内１０か

所ございます。これは、市立つくし園、

めばえ園も含めての数になっております。

ちなみに、このうち放課後等デイサービ

スを実施している事業所につきまして８

か所となっております。

　一番多く利用されている事業所はどこ

かというご質問でございますけれども、

まず全体の通所の事業所の中で、平成２

５年度決算の給付費で申しますと、市立

つくし園、こちらが一番大きな額となっ

ております。また、放課後等デイサービ

スだけを見た場合につきましては、千里

丘東２丁目に事業所があります癒す手さ

ん、この事業者さんが一番大きい金額と

なっております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　耐震補強工事に係る質

問について、今後のスケジュールをどこ

まで各学校や団体、自治会等に周知され

ているかといった内容のご質問であった

かと思いますけれども、今回、債務負担

行為の補正予算を計上させていただいて

おりますので、議会で議決いただきまし

たら、正式に学校等々、周知させていた

だく予定でございます。

　事務局内部では予定での事務というこ

とで進めさせていただいておりますけど

も、当然、学校での体育祭等、影響がご

ざいますので、その日程等につきまして

も、学校長を含めまして、学校とは調整
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を進めさせていただいているところでご

ざいます。正式には、地元等には、今後

議決いただいた後で周知させていただく

予定でございます。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　みなみせんり

おか保育園の分園の考え方でございます

けれども、みなみせんりおか保育園、今

年度の８月にオープンいたしましたけれ

ども、現在、子ども・子育て支援新制度

の移行に関しまして法人さんに調査をさ

せていただいておりますけれども、現時

点では、みなみせんりおか保育園は、平

成２７年度は現状の保育所として運営さ

れるとお聞きをしております。よって、

分園についても保育所の分園という形で

運営されることになります。

　今後、本園がこども園として移行され

るという場合におきましても、分園につ

いては、施設の内容、規模等、あとゼロ・

１・２歳を対象とした保育を必要とする

方を対象とした施設と考えておりますの

で、本園がこども園になった場合であっ

ても、分園については、保育の必要性の

ある方を受け入れる施設で運営されるも

のと考えております。

　あと、この分園の開設によってゼロ歳

から２歳の待機児童解消が期待されるの

かといったご質問でございますけれども、

保育園の開設によって、私どもも南千里

丘地域、安威川以北地域の待機児童解消

に大きな期待を寄せておったところでご

ざいますけれども、やはり新たな保育需

要を生み出すといったこともございまし

た。

　ただ、分園は２０名定員で、今後、将

来的にもう少しの定員も増加を検討して

いただいております。とりわけ開園され

ます学園町地域、柳田地域には今まで保

育所というのがございませんでしたので、

近隣の方にとっては身近な地域での保育

所開設になって、待機児童解消の抜本的

な対策にはならないかもわかりませんけ

れども、大きな一つの施策としては有効

ではあるかと考えております。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、先ほどご

説明いただきました通所給付の件でござ

いますけれども、大体、市の負担金とい

たしまして５，０００万円ぐらいという

ことになると思っております。

　これに関しましては、非常に年々増加

していくという中で、この放課後デイサー

ビスの事業者は、要は認可を受けなけれ

ばならないということでございます。こ

の認可は、大阪府がこの事業所の開設に

対して認可をしているということをお聞

きしておりますけれども、これがどんど

んふえていっている状況でございまして、

ホームページを見ましても、この放課後

デイサービスの事業開業支援というよう

なホームページがございまして、要は商

売でやらないかというような感じの広告

も出ているわけでございます。そうなっ

てくると、どんどん商売としてされると

ころがふえていくのではないかなという

懸念が感じられるということでございま

す。実際、１人当たり、この放課後デイ

サービスを受け入れると、約１万円ぐら

いの補助が入るということでございます

ので、そういったことも考えますと、ど

こかでしっかりと管理をしていかないと

いけないのではないかなと思います。

　開業自体の支援、開業する認可は大阪

府でございますけれども、それに対して

通所受給者証の資格を出すのは市でござ

いますので、この受給者証の資格を出す

ときに、市でもしっかりと管理というか、

精査しないといけないと思っております

けど、今現状といたしましては、この受
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給者証の資格の交付までの流れをご説明

いただきたいと思います。

　それと、あと利用者なんですけれども、

この未就学児が今１０５名ということを

お聞きしております。この未就学時の１

０５名が小学校に上がってくると、順番

に、段階的でございますけれども、小学

校、中学校がどんどんふえていく。今少

なくても、増加するのは、これ否めない

かなと思っておりますが、そのあたりで、

実際事業所の数と、それから今後想定さ

れるであろう予測される数字と整合性が

とれていくのか、そのあたりは、市はど

う考えているのかお聞かせいただきたい

なというふうに思います。

　それから、民間保育所の件でございま

すけども、少しでも待機児童の解消とい

うことで、市と桃林会さんとでしっかり

とお話をしながら進めていっていただく。

そして、またそれに残ってきた待機児童

の方々、この待機児童の方々も今後また

それに伴う対策を考えないといけないと

思いますので、しっかりと、補助が出る

からどんどんつくるということではなく、

やはり地域的なことも精査しながら考え

ていっていただきたいなと思いますので、

これはもう要望とさせていただきます。

　それから、小学校の耐震でございます

けれども、こちらは各団体にもしっかり

と周知をしていただいて、また、いろん

な意味でずれてくるようなことがないよ

うに、しっかりと行っていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

　以上です。

○安藤薫委員長　放課後デイサービスに

係わって、答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、ご答

弁申し上げます。

　まず、受給者証についてでございます

けれども、先ほども申しましたけれども、

サービスを受けられる方につきましては、

３障害のある方、それと障害手帳は保持

しておられなくても、療育の必要がある

と認められた子どもさんに対して提供を

しております。当然、必要な子どもさん

には早期の療育をしていくという観点か

ら、これまでも本市では保健福祉課、そ

れから家庭児童相談室、去年までは障害

福祉課などで連携して、必要な方につい

て受給者証の発行をしてまいってきてお

ります。

　今後とも、必要な方について早期に療

育につなげられるように、各機関が連携

して取り組んでまいりたいというふうに

思っております。その中では、家庭児童

相談室や保健センター、それから医師等

により療育の必要が認められた子どもさ

んを対象にするとなっておりますので、

そのあたりで必要性の認定を、今後もし

てまいりたいと思っております。

　また、もう１点の未就学児について、

小・中学校に上がった段階でまた必要性

が生じて、給付費がより伸びるのではな

いかというご懸念ではないかと思います

けれども、それに関しましては、今現在、

国の取り組みといたしまして相談支援と

いうものがございます。こちらにつきま

しては、サービスの利用にあたりまして、

その方の支援に必要なこと、例えば支援

の方針であるとか解決すべき問題、それ

から利用するサービスなどを記載した総

合的な計画をつくるということになって

おります。いわゆる介護保険でいうとこ

ろのケアマネジャーさんの役割になって

まいりますけれども、作成するのは、指

定を受けた相談支援事業者というところ

が作成をいたしております。ただ、計画

の作成のノウハウを持っている事業所が
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少ないことから、全国的には非常に低調

でございまして、国でいいますと、少し

古いんですが、去年の１２月で約２５％

の方が、サービス利用者のうち、計画の

作成が済んでいるという状況です。それ

から大阪府下では、ことし９月の段階で

約３１％の方となっております。

　ただ、本市では、現在この事業所は鳥

飼のつくし園と、それから香露園の教育

センターの下にございます障害者総合相

談支援センター、この２か所で実施して

おります。従来からノウハウを持ってお

りまして、計画を作成してきております。

計画作成の割合につきましては９９．５

％となっておりまして、府内でも飛び抜

けて高い数字となっております。

　利用者の状況の把握に努めながら、適

正な計画を作成しているところでござい

ますので、今後とも利用者の状況に応じ

たサービスの提供をしてまいりたいと思っ

ております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　国の制度のいろんな

欠陥もございまして、なかなかこの制度

が非常に大変な制度だというふうに私も

思っております。その中で、この摂津市

としては９９．５％、非常に相談をしっ

かりと行いながらやっていただいている

ということに非常に高く評価をさせてい

ただいております。

　この放課後デイサービスに関しまして

はもともと福祉分野の事業で、今回、教

育委員会に平成２５年度からかわってお

りますけれども、この中身をしっかりと

見ていただきたいというふうに思います。

今１０か所中、この放課後デイサービス

８か所ありますけども、これだけ国から、

市から負担をしているわけでございます

ので、この放課後デイサービスが実際ど

ういう活動をしているのかという中身も、

市は把握をしていただきたいというふう

に思います。

　特に、今、癒す手さんですかね、非常

に多く利用をされている。この辺の千里

丘東の方が多いのか、それから鳥飼のほ

うはちょっと少ないんですかね。つくし

園さんがある関係なのか、ちょっとわか

らないですけど、そのあたりも含めてや

はり分析をしながら、皆さんがしっかり

と利用できるような形に進めていただく

ように要望をさせていただきたいという

ふうに思います。

　事業者のこの認可の件に関しましては、

また大阪府に、そういった余りにも事業

者ができ過ぎるようなことにもならない

ように、そのあたりも、認可するときに

大阪府にも、しっかりと市としても物を

申していかないといけないのかなという

ふうに思いますので、そのあたり、福祉

の分野でございますから、どうしても手

薄になりがちなところもありますが、教

育委員会もしっかりと管理をしていただ

きたいというふうに要望とさせていただ

きます。

　以上です。

○安藤薫委員長　ほかにございませんか。

よろしいですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時３９分　休憩）

（午前１０時４０分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　議案第７３号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　登阪次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　議案第７３号、

摂津市立子育て総合支援センターの施設

の使用に関する条例制定の件につきまし

て、補足説明させていただきます。

－10－



　それでは、条文に沿ってご説明申し上

げます。

　第１条は、条例制定の趣旨について規

定しております。地方自治法の規定に基

づき、子育て総合支援センター遊戯室を、

保育所運営の用途または目的を妨げない

限度において市民の利用に供するもので

ございます。

　第２条は、用語の定義について規定し

ております。

　第３条は、使用時間としてセンター施

設を使用できる時間を午後１時から午後

９時、保育所が開所しない日曜日及び祝

日については、旧三宅スポーツセンター

開設時と同様の午前９時から午後９時ま

でと規定しております。

　第４条は、使用できない日として、１

２月２９日から翌年１月３日までと規定

しております。

　第５条から第７条は、使用の許可、使

用の制限、使用許可の取り消し等につい

て規定しております。

　第８条は、使用料の納付として、使用

料を旧三宅スポーツセンター開設時と同

額の３０分につき２５０円とし、同様に

市外利用団体については、市外料金とし

て２倍の使用料を納付していただくこと

を規定しております。

　第９条は、使用料の減免について、公

益上その他特に必要があると認めるとき

は使用料を減額し、又は免除することが

できることを規定しております。なお、

議案参考資料２ページ、摂津市立子育て

総合支援センターの施設の使用に関する

条例施行規則第７条において、対象団体、

減免額を規定しております。

　第１０条は、既納の使用料は原則とし

て還付しないことを規定しております。

　第１１条は、使用者が施設を使用する

権利の譲渡等の禁止について規定してお

ります。

　第１２条は、使用者が施設の使用を終

了したとき等の原状回復義務について、

第１３条は、使用者が故意又は過失によ

り施設又は設備を損壊等したときの損害

賠償義務について規定しております。

　第１４条は、この条例の施行に関し、

必要な事項は規則で定めるとした委任規

定でございます。

　附則といたしまして、第１項は施行期

日で、本条例は平成２７年３月１日から

施行するものでございます。第２項は、

本条例の施行に伴い、摂津市暴力団排除

条例の別表に当条例を加えるものでござ

います。

　以上、議案第７３号、摂津市立子育て

総合支援センターの施設の使用に関する

条例制定の件の補足説明とさせていただ

きます。

○安藤薫委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　１点だけお聞きしたい

と思います。

　この子育て総合支援センターの施設の

一部を、その用途または目的を妨げない

限度において市民の方に利用していただ

くということで条例を制定されたという

ことでございます。

　この「その用途または目的を妨げない

限度において」というのは、どうなのか

なというふうに気になるんですけども、

今までスポーツセンターの体育館として

利用されておりまして、どのような団体

等、クラブの方が利用されていて、引き

続きその同じクラブ、団体の方に利用さ

れていくのか。どんどん球技等、あるい

は使っておられるかどうかわかりません

けど、フットサルであったりバレーボー

ルであったり、どんどんやってもらって
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結構ですよというのか、あるいは柔道と

か剣道とか、そういった球技以外のこと

で利用していただくということなのか、

その辺お聞かせいただきたいと思います。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　子育て総合支

援センターの遊戯室という形で位置づけ

ておりますけれども、旧の三宅スポーツ

センターの体育室を活用して子育て総合

支援センターという保育所の遊戯室とい

う、まずは第一の目的で施設を整備して

おりますので、保育所の子どもさんたち

の活動が中心となります午前中について

は、保育所の利用に供したいと考えてお

ります。

　お昼以降、また三宅スポーツセンター

開設当時は夜９時まで開設し、地域の方々

に開放しておりましたので、保育所の使

用が、お昼寝等がありますので、そういっ

たことも含めて、お昼１時から夜９時に

ついては一般開放をして、従来どおり地

域の方々の、スポーツだけではなしに、

芸術、文化活動、さまざまな活動にご利

用いただけたらと考えております。

　ただ、あくまでも子育て総合支援セン

ターの遊戯室でございますので、子育て

総合支援センターの行事、またイベント、

子育て総合支援センターは地域の活動拠

点の地域子育て支援センターも兼ねてお

りますので、そういったところで行いま

す行事、またその前日準備、片づけ、そ

ういったときには、やはり本来の遊戯室

という位置づけを最優先に考えながら、

その支障のない範囲で一般開放をしてい

きたいと思っております。対象団体とい

たしましても、先ほど申しましたように、

スポーツに限らず、いろんな活動に利用

していただければと考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　よろしいですか。

　ほかにございませんか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　今、南野委員も質問

されておられましたけれども、当初は三

宅スポーツセンターということで活用が

されてきたわけです。その間、総合支援

センターも当然業務を行ってきたわけで

ございまして、この三宅スポーツセンター

といっても、ない中でしてきたわけです

よね。となると、要はその子育て総合支

援センターからすると、非常に大きな変

化が訪れたというように思います。特に

午前中は遊戯室ということで自由に利用

ができるというのは、それを使っている

子育て総合支援センターを利用している

子どもたちからすると、非常にいろんな

ことができるというように思っておりま

す。

　そこで、子育て総合支援センターの職

員の皆さんであるとか、あるいは、まだ

これは話はされていないかもしれません

が、子どもをお預けになっておられる保

護者の方等、こういった変化ができまし

たよということでいろいろお話されると

思いますけれども、一度そのあたりにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　子育て総合支

援センターの遊戯室ということで、やは

り我々も施設整備を図っていく中で、有

効活用、やっぱり保育所、保育士、専門

職員の視点での施設改修の検討が必要か

と考えておりますので、毎週１回、建築

担当課、あと業者と工程会議というのを

やりながら図面を確認し、実際の工事に

入っていっているわけですけれども、そ

の中でも、現場の子育て総合支援センター

の所長が毎回入りまして、保育士の視点

で、また子どもたちの利用の視点でいろ

いろアイデアを出していただきながら施
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設整備を進めてまいりました。その中で

は、従来ありましたステージを取って、

施設整備をする中で冷暖房完備のキッズ

ルームという部屋を設ける、あと身体障

害者用のトイレも設ける、シャワー設備

を設ける、いろんな面でアイデアを出し

ていただきながら施設整備をしてまいり

ました。いろんな行事、子育て総合支援

センターでやっておりますけれども、屋

外の施設、冬場であれば、大変つらいと

きなんかであれば、遊戯室も利用しなが

らできますし、先ほど申しました地域の

イベントなんかは多くの方に参加してい

ただける。保護者の方にとっても、いろ

んな参観であったり行事のときにゆった

りと観覧していただくといった大きなメ

リットがあると思います。

　子育て総合支援センターの保護者の方

に対しても、工事の説明はさせていただ

いておりますけれども、完成後の利用の

仕方を保護者の方に説明をしながら、有

効活用が図れるようご相談もしながらア

イデアを頂戴したいと思っております。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　小林参事から本当に

詳しく答弁いただきまして、よく理解が

できました。

　これで平日の午前中、自由に使えると

いうのが、本当に大きな可能性を持って

いると思います。

　個人的な話をここでするべきでないと

思っていますけれども、私のところにも

子どもがおりまして、幼稚園に通ってい

る一番下の子がおるんですけれども、そ

のときにどういった基準で我が家は幼稚

園を選んだかというと、単純にグラウン

ドが広いということだけだったんです。

そこで思い切り遊んでほしいと。そのこ

とによって、体力もついていくだろうし、

いろんなものも学べるだろうしというこ

とでさせていただきました。

　もともとは三宅小学校があったわけで

す。小学校に体育館がありますから、こ

れを子育て総合支援センターが持つとい

うのが非常に大きなキャパシティーにな

るだろうと。今現在の子育て総合支援セ

ンターを見ると、決して広くない園庭の

中で、工夫をされて子どもたちが遊んで

いるわけです。本当に保育士の皆さんも

工夫をされているんだと思いますけれど

も、これは非常に大きな可能性を持つわ

けでございますから、もっと本当にいろ

んな工夫をしていただいて有効に活用し

ていただきたい。本当に子どもが就学前

にどういったことをすることがいいのか

ということで、本当にメッセージとして

発信できるようなさまざまな取り組みを、

ぜひこれはお願いしたいということを要

望として申し上げまして、質問とさせて

いただきます。

○安藤薫委員長　ほかにございませんか。

　南野委員、どうぞ。

○南野直司委員　子育て総合支援センター

に今通っておられる児童の保護者の皆さ

んには周知をするということであります

けど、市民の方へのこの貸し出しの周知

方法をどのようにされるか、その１点だ

けお聞かせいただきたいと思います。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　今現在、改修

工事を行っておりますけれども、改修工

事が終わり次第、一般開放をさせていた

だきますけれども、一般開放については

準備等も含め、３月から開放を予定して

おります。その関係で、市民の方へは２

月１日号の広報であったりホームページ

等で周知を行いまして、２月の上旬には

施設の利用を希望される方に利用者説明

会をさせていただいて、２月の中旬、下

旬ぐらいから受付を開始したいと考えて
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おります。その受付については、３か月

先までの予約ができるということになり

ますので、例えば３月１日であれば６月

１日まで、３月２日になれば６月２日を

とれるといった形で、順次受付を進めて

いきたいと思っております。

　市民の方には、こういった遊戯室を開

放しますという周知をきっちり行いなが

ら、十分に有効に活用していただけたら

と考えておりますので、よろしくお願い

します。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　周知は非常に大事なこ

とだと思いますので、またしっかり問題

なくしていただくように、よろしくお願

いします。

　以上です。

○安藤薫委員長　ほかございませんか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　これに関して、１点

だけ確認なんですけど、管理の委託され

るところはもう決まっているんでしょう

か。そこを確認させていただきたいと思

います。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　補正予算にも

上げさせていただいておりますけれども、

委託料を計上させていただいています。

　運営委託先については、旧のスポーツ

センター当時、貸し出し業務であったり

施設管理業務等を行っていただいた団体

もございます。そういった団体も含めて、

スムーズな運営をしていただけるような

団体を選定して委託してまいりたいと考

えております。現時点では、確定はして

おりません。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　非常にイレギュラー

な形の時間等でございますので、そのあ

たり、臨機応変に対応できるような業者

設定をしていただくように、要望とさせ

ていただきます。

　以上です。

○安藤薫委員長　ほかよろしいですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時５４分　休憩）

（午前１０時５５分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　議案第７４号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山本教育総務部長。

○山本教育総務部長　それでは、議案第

７４号、摂津市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条

例制定の件につきまして、補足説明をさ

せていただきます。

　本条例は、本会議でもご説明させてい

ただきました、児童福祉法に基づき、同

事業の設置及び運営について条例で基準

を定めるにあたり、摂津市子ども・子育

て会議において検討いただき、今回、提

案をさせていただくものでございます。

　それでは、条文につきましてご説明を

申し上げます。

　第１条は、この条例の趣旨を、第２条

は、用語の定義を定め、第３条は、「心

身ともに健やかに育成されることを保障

する」との基本理念について定めており

ます。

　第４条は、基準の向上、第５条では、

設備及び運営の向上についての規定でご

ざいます。

　第６条は、児童の健全な育成、一人一

人の人格の尊重、地域社会との交流・連

携、自己評価の公表など、一般原則を定

めております。

　第７条は、避難訓練の実施、第８条は、

職員の一般的要件、第９条は、職員の知

識及び技能の向上等を定め、第１０条は、
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支援の提供に必要な設備や備品を備える

こと、児童１人当たりの面積をおおむね

１．６５平方メートル以上とすることな

どを定めております。

　第１１条は、支援の単位ごとに２人以

上の職員配置をすることや、職員の資格、

一つの支援の単位を構成する児童数等を

定めております。

　第１２条は、事業者による差別的取り

扱いの禁止について、第１３条は、職員

による虐待の禁止について、第１４条は、

設備や食器等の衛生管理や感染症の措置

等についての規定といたしております。

　第１５条は、事業所ごとに運営につい

ての重要事項に関する規程を定めること

を義務づけ、第１６条は、職員や財産、

収支、利用者の処遇についての台帳整備

を規定しております。

　第１７条は、職員及び事業者に対する

秘密の保持についての内容でございます。

　第１８条は、苦情対応のための窓口の

設置や、運営適正化委員会が行う調査へ

の協力についての規定でございます。

　第１９条は、開所時間について、授業

の休業日は１日８時間以上、休業日以外

は１日３時間以上とすること。年間の開

所日数を２５０日以上とすること、本市

独自基準といたしまして、あらかじめ市

長と協議を行うことを義務づけておりま

す。

　第２０条は、保護者との密接な連絡を

とることや、理解及び協力を得るように

努めること、第２１条は、市や学校など

関係機関と連携を行うことを定めており

ます。

　第２２条は、事故発生時に速やかに連

絡及び必要な措置を講じることや、損害

賠償についての定めでございます。

　なお、附則といたしまして、第１項で

は、施行期日を規則で定める日からとす

ることや、第２項では、職員の資格に関

し、平成３２年３月３１日までの経過措

置を設けること、第３項では、本市独自

として児童数についての経過措置で、管

理及び運営に支障がないと市長が認める

事業所については５年間は適用しないこ

とをそれぞれ定めております。

　以上、議案第７４号の補足説明とさせ

ていただきます。

○安藤薫委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　それでは、１点だけお

聞きしたいと思います。

　この子ども・子育て新制度に伴って、

児童福祉法の一部改正に伴っての施設及

び運営に関する基準を定められましたと

いうことであります。国から大きい枠組

みだけつくってくださいということで市

町村におりてきてつくられたと思います。

　予算の配分であったり、詳しいことは

まだ国も決まっていないというふうに認

識をしているんですけども、一つ思いま

したのは、今摂津市におきましては学童

保育の事業だけに当てはまるのかなと思

うんですけども、この条例の中身を見さ

せていただきますと、例えばＮＰＯ法人

の方であったり民間事業所さんであった

りが手を挙げられて、放課後の、例えば

児童クラブを開設しますというふうに手

を挙げられたら、これは摂津市内で適用

されていくのかどうか。その辺が気にな

りましたので、お聞かせいただきたいと

思います。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、ご答

弁申し上げます。

　今お話がありましたように、ＮＰＯな

り民間事業所さんについてでございます

けれども、児童福祉法の中で改正により
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まして、届け出により事業開始が可能と

なっております。各市町村の基準条例を

クリアしておれば、民間事業所が参入を

できるものとなっております。

　ただ、先ほどお話ありましたように、

現時点におきましては、新制度におきま

す国の財源が不透明となっておりますの

で、なかなか事業所さんも参入について

の検討は不透明な部分が多いかと考えて

おります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　子ども・子育て会議で

いろんなご意見を聞きながら、将来そう

いった、特に小学校であれば、低学年の

子どもたちにあてはまると思うんですけ

ども、摂津市として大きな子ども・子育

ての新制度のビジョンを持っていただき

まして、よく私もご相談いただいたりす

るんですけども、学童保育が終わった後

の時間でも、１時間、２時間延長して預

かってもらえるとこないかなというふう

にお声を聞きます。本当に働くお母さん

がふえてきて、共働きのご家庭がふえて

きて、ニーズというのは本当に高くなっ

ているというふうに思います。

　将来、そういった放課後における児童

を預かっていただける場所の提供という

観点で見据えていただいて、どうか取り

組んでいただきますよう、これは要望と

しておきます。よろしくお願いします。

○安藤薫委員長　ほかにございませんか。

　東委員。

○東久美子委員　それでは、説明の中に

もありましたが、摂津市子ども・子育て

会議、１２月に５回目がございましたが、

その会議では委員の皆さんが活発にいろ

いろな思いを出されている会議だと受け

とめております。まず、その子ども・子

育て会議の中の意見が反映されている部

分があれば、そこのところを教えてくだ

さい。

　それと、第６条のところで「放課後児

童健全育成事業における支援は、小学校

に就学している児童であって、その保護

者が労働等により」ということになって

おりますけれども、保護者側が障害を有

する場合についてなんですけれども、そ

のあたりのことについてお聞きしたいと

思いますので、お答えください。

　それから、現在、学童保育に入れない

子ども、待機児童はございますでしょう

か。

　それと、続いて第１０条のところの

「専用区画の面積は、児童１人につきお

おむね１．６５平方メートル以上」となっ

ておりますが、現在も同じだと思ってお

ります。ただ、本当に場所の拡大という

んですか、子どもたちに適正な場所を確

保することは非常に難しいんですけれど

も、ここのところをぜひ押さえていただ

きたいので、かなりこれは厳しいと思っ

ておりますが、この面積の確保というこ

とについての今後の取り組みというんで

すか、そのあたりのところでお伺いいた

します。

　それから、第１１条の４で「おおむね

４０人以下とする」となっておりますの

で、ここのところは、希望される方とか

いろいろ数の問題はあるかと思いますけ

れども、理念のところに掲げてあるよう

に「心身ともに健やかに育成されること

を保障する」という観点から、この４０

人というところを守っていただきたいの

で、そこのところについて。

　それから、職員の研修というところが

あったと思いますが、私もこの摂津市子

ども・子育て会議を傍聴に行かせていた

だいて、基本的に皆さんお考えになって

いるのは、子どもたちが、学校教育もそ
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うなんですけども、どういう先生たちと

向き合って伸ばしていただけるの、子ど

もが楽しく過ごせるのかというところを

出されていたと思うんです。そういう意

味を含めまして、今、学校と学童が連携

しないと、なかなか子どもの心の問題と

いうのは解消しにくいところがあるんで

す。だから、摂津市も取り組んでいるい

じめの問題もそうなんですけれども、学

校で起きた問題を引きずってしまう、ま

た逆の学童であったことを学校にという

こともあると思います。連携とか、いろ

いろしていかなければ、心身ともにとい

うところになかなか課題が多くなる。

　共通で研修する機会とか。ただ、時間

帯が異なっておりますので、学童は放課

後ですから、放課後から活動される。学

校現場は、午前中とかは授業があるとい

うことで、ともにという研修はなかなか

難しいと思うんですけれども、子どもに

対する課題というのが本当にふえている

と思うんです、数が。そういう意味で、

毎回毎回ということではなく、重要な課

題については一緒に研修するような研修

のスタイルもあると思いますので、その

あたりについてよろしくお願いいたしま

す。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、まず

１点目、子ども・子育て会議での意見が

反映されている部分があるのかというこ

とでのご質問でございます。

　ここにつきましては、第１９条になり

ますけれども、「開所時間及び日数」と

いう項目がございます。この中で第３項

というのがございますけれども、ここの

部分は本市独自の項目となっております。

その第１項、第２項のところで開所時間

及び開所日数の記載がございますけれど

も、ここの部分につきまして読んでいた

だきますと、「事業者は」ということで

冒頭始まっておりますけれども、事業者

が各事業所について定めると記載されて

おります。

　ただ、事業者が勝手に定めるというこ

とでは具合が悪いということでのご意見

もございましたので、一定この基準が守

られるのかというのを担保する上で、市

がチェックをするという意味です。それ

からもう一つは、一定、柔軟な運用とい

うのも場合によっては必要になってくる

可能性もございますので、そのあたりを

含めて、市長との協議を義務化しており

ます。

　続きまして、第６条の「労働等」とい

う部分についての解釈でございますけれ

ども、こちらにつきましては委員ご指摘

のとおり、障害等あるいは病気等で、ご

家庭で子どもさんを見ることができない

という場合も含めての要件ということで

お考えいただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

　それから、児童の待機のことでござい

ます。毎年、若干ではございますけれど

も、学校によって待機の児童がおられる

状況でございます。平成２６年度につき

ましては、５月１日時点ではございます

けれども１７名ということでおられまし

た。その後、退室されて入室される方が

出てきておりますんで、徐々に減っては

きております。今現在の数字を持ち合わ

せておりませんで、申しわけございませ

ん。数名まだいらっしゃるということで

認識しております。

　それから、第１０条の専用区画の面積

の基準についての確保の取り組みという

ことでございます。これまでも入所児童

が多くて、面積がどうしても確保しにく

いというような場合につきましては、学
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校との協力も含めてお願いをしてきてお

ります。

　２年前になりますけれども、鳥飼小学

校で子どもさんの数がふえたという時期

がございましたけれども、そのときは修

繕をいたしまして、学校の教室のうち校

務員さんの作業室、それから用具を置く

部屋になっていた場所がございますが、

そちらの部屋を半分お借りいたしまして、

修繕をし、学童保育室のすぐ近くに保育

室を急遽作製いたしました。そのように

学校と連携して、使えるような部屋があ

れば利用するというようなことをしてい

きたいと思っております。

　また、あらかじめわかっている場合に

つきましては、以前、千里丘小学校や味

舌小学校では学童保育室の新設というよ

うなことも、プレハブ教室をつくるといっ

たこともしてまいっております。

　それから、第１１条の４の児童の数に

ついてでございます。

　こちらにつきましては４０人以下とい

うことになっておりますけれども、現在、

本市では７０人を超えますとクラスを分

割するという形で運用をしてきておりま

す。こちらにつきましては、国の示すガ

イドライン、それから国の補助金の枠組

みが一定そのような形になっております

んで、それに基づいて実施をしてきてい

るところでございます。

　附則のところに、一番最後になります

けれども、児童の数の基準に関する経過

措置というのを設けさせていただいてお

ります。こちらにつきましては、支障が

ないと市長が認める場合については、５

年間につきましては、この数について適

用しないことができるというふうに定め

ております。

　先ほど財源の見通しがなかなか見えな

いということで、南野委員からもご質問

がございましたけれども、この児童の数

に関しての部分についても同じような状

況になっております。４０人で分割した

ときに、それに対応する財源がもらえる

のかというところにつきましては全く不

透明な状況になっております。このとお

りで運営しますと、指導員の数をふやさ

ないといけないという状況になってまい

ります。財政当局等とも話をさせてもらっ

た中で、ここの部分につきましては、こ

の附則に書いてありますように、導入に

つきましては、その財源がある程度見え

るまでは適用しないという形で、従来ど

おりの運用という形で進めさせてもらい

たいと思っておりますので、よろしくご

理解をお願いいたします。

　それから、最後、職員の研修について

の項目についてでございますが、これま

でから、指導員については研修を実施し

てきております。やはり、委員おっしゃっ

ておられますように、子どもさんに対し

て的確な対応ができる、また保護者に対

してもご理解いただけるというのが非常

に大事なことであると思っておりますの

で、安全講習や防犯研修などのほかに、

児童心理についての研修であったり、支

援の必要な子どもさんに対しての研修な

どを専門の方、例えば支援学校の先生に

来ていただいたり、家庭児童相談室の心

理士からご説明させてもらったりという

ようなことをしてきてまいっております。

また、研修の仕方も、初任者、業務につ

かれて年数が浅い方と、それから一定年

数たった方とを分けて実施するなど工夫

をしてきているところでございます。

　ご質問のありました学校の教職員の方々

との共同の研修という取り組みでござい

ますけれども、なかなか時間的なものな

ども含めて難しい面があるかと思います。

今後、この基準条例の中でも学校等の連
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携という部分がございますので、どのよ

うなことができるのかは、研修も含めて

研究してまいりたいと思っております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　少し補足だけをさ

せていただきます。

　本条例の中にいろんな基準がございま

すけども、「おおむね」と書いておりま

すところが数か所ございます。それは、

委員からご質問がありました面積の基準

のところと、児童の一の支援の単位のと

ころでございます。

　国の基準もこうなっておるんですけど

も、申し込みがちょうど４０名で切れる

ようなときはいいんですけども、四十数

名来られた。そういうときに、その方を

待機として待っていただくのかとなった

ときに、それぞれ、場合によっては若干

弾力的な運用をして、その場その場で判

断をしていかなければいけないときが来

るのかなと。そういうことも、やはり国

も想定をしておられると思いますので、

子どもさんの１人当たりの面積と一つの

支援の単位の４０名というところにつき

ましては「おおむね」というふうにさせ

ていただいておりまして、基本的にはこ

の数字でいきたいと思いますけども、や

はりそのときの申し込みの状況によって、

場合によっては少し弾力的に判断をしな

ければならないという時期があるかと思

いますので、その辺はご理解をお願いで

きたらと思います。

○安藤薫委員長　東委員。

○東久美子委員　今説明いただきまして、

わかりました。

　私は、摂津市の子ども・子育て会議、

本当にここは活発に意見が出ているとこ

ろで、やはり出た意見が、今説明してい

ただいたように、生かされているという

ことが今後の会議の活性化にもつながる

と思いますので、また委員さんの意見を

反映させるような、反映して、いい施策

にお願いいたしますということと、それ

から、今補足で説明いただいた件なんで

すけれども、私も数で切るというのは本

当に厳しいことだと思うんです。それに

ついては、基本的な１．６５平方メート

ルであったり４０人以下ということは一

定の基準で、それ以上のものというんで

すか、そういう余裕があれば、子どもが

ふえてもということで対応できますので、

そういうふうな目指すところというんで

すか、という一定の数値だというふうに

受けとめたいと思います。

　でないと、先ほども待機児童のことを

お伺いしたんですけれども、お勤めであ

れば予定が立つことかもしれませんけれ

ども、病気であったりとか、いろいろな

事情が起こったときに、お願いして子ど

もを学童保育にと思っておられる方が、

基準が、数がということで切られていく

というのは本当に厳し過ぎると思います

ので、そこのところはやわらかな、弾力

的な形の対応で、今の段階ではベストだ

と思っております。

　研修なんですけれども、研修について

は、各学校ごとに違うかもしれませんけ

れども、学童の指導員の方と、学期ごと

であったりとか機会を設けてとか、子ど

もたちの学校の情報ですね、学校でこん

な頑張っているよというふうなこととか、

そういうふうな情報とか、交換とか、そ

れから学校はこういうことを取り組んで

いますという学校の教育内容について交

流とか、学童で今こんなことしています

という交流とか進んでいる学校もあると

思うんです。だから、そのあたりは本当

に子どもが１日の流れなんです。学校、

学童という切り方でなくて、指導する人、
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指導者が連携して子どもたちを見守って

ほしいというところが一番の願いと思い

ますので、そういう観点での研修を組み

立てていただきたい。

　となると、夏季休業中であれば、学校

側はちょっと時間のゆとりがあるかなと

か思いますので、できないことではない

と思いますので、ぜひ研修については、

本当に課題が多いですから、ぜひ検討し

ていただきたいということでお願いしま

す。

　全て説明していただきましたので、今

後の要望としますけれども、よろしくお

願いいたします。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　何点か質問をさせて

いただきたいと思います。

　まず第９条の２なんですけれども、研

修のことでございまして、東委員も質問

されておられました。木下課長から答弁

いただいたんですけれども、そこはよく

理解できましたけれども、その中で安全

研修のことにも、講師の説明はされませ

んでしたが、していくんだというお話が

あったというふうに思います。

　これは学童だけにとどまらず、子ども

と接する皆さんは、これ教育長ね、学校

の先生ということも含めてお聞きいただ

きたいんですけれど、本当にこれは真剣

に向き合っていかなあかんと思うんです。

つまり、何か事故が起きて、あっ、これ

はもう応急処置で済むのか、あるいは救

急車を呼んで病院まで搬送しないといか

んのかというところの判断は、非常に専

門的で難しんだろうと。そういったこと

も、やはり、子どもに接する以上は求め

られるんだろうと思うんです。そういっ

た観点からして、安全研修をこれからど

のようにしていくのか。今現在どのよう

にされているのかというのも含めて、一

度お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、第１０条、これも先ほど質

問に出ておりました。「おおむね」とい

うことで、弾力的な運用をしていくんだ

ということを山本部長から補足で説明い

ただきましたけれども、これを見ており

ますと、いわゆる事業者が独自で判断で

きるものなのか。あるいは、弾力的に、

例えばですよ、４０人というか、例えば

専用区画の面積が若干狭くなりますよと

いったときについても、これは事業所の

判断で運用ができるものかどうなのか、

これは市として判断していくことになる

のか、この点につきましても、少し細か

い話になりますけれども、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　それから、これも少し細かい話になる

んですけれども、第１２条です。第１２

条の表現というのは、例えば労働基準法

に出てくる表現とよく似ていると思うん

ですけれども、例えば信条なんかによっ

て差別的な取り扱いをしてはならないと

いう表現をされておられます。そこだけ

とれば、そうなのかなと思いますけれど

も、しかし信条によっては、これ子ども

と向き合うことが本当に適切なのかなと

いうことを疑わざるを得ないような状況

もあるのかなというふうに思うわけなん

です。その点について、これは杞憂に終

わればいいんですけれども、この第１２

条といったものをてこにされて、そういっ

た方が子どもと向き合っていくというこ

とに引き続きなっていくということは、

私は余り好ましくないというように思っ

ております。この第１２条、あえてこの

中に入れられたその狙いですね。少しお

聞かせをいただきたいと思います。

　それと、あと１点ですけれども、第１

９条でございます。これは南野委員も質

問されておられましたけれども、今現在、
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学童保育をされておられまして、その後

に、学童保育が終わった後に、もう少し

子どもを預かっていただきたいという声

は私も、そう多くはありませんけれども、

聞くことがございます。そういった声に

応えて、市内の事業所で対応していただ

いているというようなケースもあるのか

というふうに思っておりますけれども、

現状がどうであるのか。

　そういったことを、摂津市のこの基準

の中で設けていくと仮になっていったと

きには、第１９条の（２）です。小学校

の授業の休業日以外に１日３時間という

基準が設けられているわけです。となっ

てくると、ここは少し弾力的に運用して

いくということになると、今ある既存の

学童、まずは子どもが行く。その後に民

間の事業所のお力もお借りして、もう少

し延長的に見ていただくということになっ

てくると、この３時間というところがネッ

クになってくるんのではないかと思いま

すけれども、この点につきましてもお聞

かせいただきたいと思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。よろ

しいですか。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、ご答

弁申し上げます。

　まず、１点目の安全研修についてどの

ようにしているかということでございま

すけれども、現状では全指導員を対象に

いたしまして、消防職員によります救命

講習、ＡＥＤの使い方も含めた心肺蘇生

法などを実施しているところでございま

す。また、防犯研修といたしまして、警

察署の職員に来ていただいて、防犯、護

身術、不審者の対応等の研修をしていた

だいております。さらに、不審者の侵入

を想定した防犯訓練等もしてまいってお

ります。

　いろんなことも想定しながらしており

ますけれども、やはりおっしゃっておら

れますように、日ごろからの備えという

のが大切だと考えておりますので、マニュ

アルを作成してきております。これにつ

きましては、例えば新しい情報としまし

て、ＰＭ２．５であるとか、新しいもの

が加わったときには、それを加えて改定

するような形をしてきております。いろ

んな形で、事務局もマニュアルの整備、

それから研修体制の充実等に努めてまい

りたいと思っております。

　それから、次の事業所におきます判断

の基準ということでございますけれども、

こちらにつきましては、事業所から新た

に開設したいということになりましたら、

届け出がされます。その段階で、どのよ

うな内容で保育をされるのかというのは

一定チェックはさせてもらえることにな

るかというふうに思っておりますので、

ご理解をいただければと思います。

　次に、第１２条の差別的取り扱いとい

うことでございます。危惧されている部

分があるということでご質問でございま

すけれども、やはりこちらにつきまして

は、一定利用者の方、それから保護者の

方も含めた公平な取り扱いというのが必

要になってくるという観点から、こちら

の項目のほうを入れさせてもらっており

ます。ご理解をよろしくお願いいたしま

す。

　それから最後、第１９条の開所時間の

話でございます。先ほど東委員のときに

ご説明させていただいたように、第３項

で市長のほうと協議を義務づけておりま

す。この中で、一定弾力的な運用という

のが必要な場合につきましては、それも

含めて協議の中でお話をさせていただけ

ればというふうに思っておりますので、
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ご理解いただきたいと思います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　まず、安全の研修の

ことなんですけれども、今のＰＭ２．５

とか、いろいろお話しいただきましたけ

れども、もっと身近に起こる事故という

のがあると思うんです。例えば、子ども

がうんていであるとか鉄棒をしていて脱

臼をするというようなこともあるわけで

す。じゃあ、脱臼したときに応急手当て

できますかと。まず応急手当てをしてか

ら救急車を呼んで、病院でしっかりと見

ていただくという手順があるわけです。

そういったことが、果たしてできるのか

なというふうに思うんです。この第１１

条の３の中で、いろいろな条件を挙げて

いただいています。こういった方々が、

今までそういったことを研修の中で受け

られたことがあるのかと思うと、少し私

は疑問に思うとこがあるんです。保護者

の視点からすると、東委員おっしゃられ

たように、教育的な観点から子どもにア

プローチできる方と、もう一人、そういっ

た何かあったときに、医学的というか、

医療的に何かできるような、対応できる

ような方がおられると、非常に保護者と

しては安心できるのかなというように思っ

ております。

　これは、そこを基準の中でうたうこと

はできないかもしれませんけれども、ぜ

ひ、どういった体制をとると、より保護

者の皆さんが安心をして子どもを預けら

れるのか。そして、また南野委員もおっ

しゃっておられましたけれども、新たに、

私は民間の事業者にもどんどん参加して

いただきたいと思っておりますけれども、

そういったことにつながっていくのか。

それによって、子どもが放課後、どのよ

うな形態になっていくのか、繰り返しに

なりますけれども、ということを摂津市

として総合的に私はつくっていかないと

いけないというように思っておりますの

で、これは、あくまでも基準としてはこ

れで結構なのかもしれませんが、研修を

含めて、今後いろいろと工夫をしていき

ながら運用していただきたいということ

を要望として申し上げたいと思います。

　それから、第１０条に絡めて、その弾

力的な取り扱いについてお聞かせいただ

きました。確かに、面積要件は事前に市

と協議をすることによって、これはでき

るのかもしれません。ただ、第１１条の

ところにおける人数のことにつきまして

は、これはその都度その都度出てくるわ

けです。今、鳥飼小学校の件、例として

課長から触れていただきましたけれども、

そうなったときにも、仮に人数の要件が

ふえてきたときにも、事業所独自の判断

でできるのか、そこはやはり市と協議し

てくださいよということになっていくの

か、そこは一度、大事なことだと思いま

すので、確認をさせていただきたいと思

います。

　第１２条なんですけれども、これは、

信条というのは、私は特に政治的な信条

ということを申し上げているのではなく

て、要は、今現在そうだと思うんですけ

れども、学童保育で子どもたちと向き合っ

ていただいている方々は、恐らく摂津市

内で在住されている方が多いんだろうな

というように思うんです。となってくる

と、やはりいろいろなうわさ話なんてい

うのも飛び交うわけでございまして、そ

の方が、例えば地域の中で、あるいは学

校のいわゆるＰＴＡ活動なんかでどのよ

うな活動をされてきたのかということは、

これはやはり一定考慮していくべきでな

いのかなというように私は思うんです。

　採用の段階で、事業所が豊かな人間性
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及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意

のあるというような表現をされておられ

ます。これはあってはならんことではあ

りますけれども、採用の際にはそういっ

たことを宣言をするというか、というこ

とをおっしゃりながら、しかし地域では

それと違った活動をされておられるとい

う方が、今おられないと思いますけれど

も、もしそういった方がおられた際には、

私はやはり、これは学校の教師じゃなく

て学童保育に係る人だとしても、余り適

切じゃないというように思っております。

そういうことも含めて、私は、採用する

ときもそうでありますし、その都度その

都度チェックをしていかなけらばならな

いというふうに思っております。

　きょう、答弁してくれとは申し上げま

せんけれども、ぜひそういった観点も持

ち合わせながら指導者の採用というか、

その都度その都度のチェックにも当たっ

ていただきたいということを、これお願

いとして申し上げたいと思います。

　それから、第１９条のことにつきまし

て、よく理解ができました。市独自とい

うことで、これはある種、子育て会議の

意見も参考にされたというふうに思って

おりますけれども、保護者が今現在の学

童保育の時間が足りないんだという声も

あるんだろうというふうに思っておりま

すので、今の学童保育の時間を延長する

のか、あるいは民間のお力を借りてやっ

ていくのかということにつきましても、

いろいろな地域の事情といったものも考

慮していただきながら、子どもの居場所

づくりにつきましてしっかりと努めてい

ただきたいというふうに思っております。

　１点だけ、よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

第１０条のところで、例えばその人数の

弾力的な運用が出てきた場合ということ

でございます。

　こちらにつきましては、当然、事業者

さんからどのような運用をするのか、そ

の都度協議をいただきながら進めていく

ことになろうかと考えております。よろ

しくお願いいたします。

○安藤薫委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　先ほど、弾力的運

用のところ、私も答弁させていただきま

したので、今現在、市の直営というよう

な形でさせていただいています。一定、

それが一つの基準になっていくのかなと。

本市として今やっておりますので、一定

の基準も日々の中でお示ししていただき

ながら、やはり新しく、もしご提案とい

いますか、事業の申請があられたとこに

は、最低ここまで守っていただきたいと

いうことは、事業を当たるに当たって、

我々としても説明をしてまいりたいとい

うふうに思っております。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　最後は要望とさせて

いただきたいと思っておりますけれども、

この基準条例ができることによって、可

能性として、新たな民間の参入であると

か、開けてくるのかなというように思っ

ております。

　ただ、そのときに、やはり市としてど

こまで主体的に関与していくのかという

姿勢も、その一方で問われてくるのかな

というように思っておりますので、その

一例として、きょうはその人数のことに

ついてとか、あるいはその面積のことに

ついても少し触れさせていただきました

けれども、ぜひそういった姿勢をこれか

らも持ち続けていただきながら事業に当

たっていただきたいということを要望と

して申し上げたいと思います。

○安藤薫委員長　大澤委員。
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○大澤千恵子委員　それでは、この摂津

市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例制定の件は、

たくさんの皆さんのご意見が出ましたの

で、私も簡単にまとめていきたいと思う

んですが、国の条例を摂津市に持ってこ

られた。それと、摂津市独自の条例の中

に盛り込まれている部分、４０人を、経

過措置をとって５年間という部分、こう

いったところもいろんな子ども・子育て

会議の中から出た意見を反映してつくら

れたんだというふうに思っております。

　私は、国のほうで、今子育て支援とい

う形で、保育のほうも子育て支援制度が

変わりました。先ほど放課後デイサービ

ス、これも国のほうで改正がされて、そ

して、先ほど言いましたようにどんどん

需要がふえて負担額もふえているという

ような状況の中で、この学童保育の小学

校の部分だけは、この摂津市は延長を、

何度も私も議会でお話をしましたけれど

も、５時半までのままでございます。

　私も小学生を持つ母親として、やはり

一番この小学校のときに仕事を持ったま

まで、子どもを学童に入れて、それから

５時半に帰ってきたその間、７時、８時

に帰ってくるお母さんたちもいらっしゃ

ると思うんですけど、その間、子どもた

ちは１人で家にいる、また外をうろうろ

する、こういったところの部分を何とか

補完していかないといけないということ

は、これはもう教育委員会の方々たちも

非常によくわかっていることだというふ

うに思います。そこにプラスアルファ、

学力の低下という問題があって、東委員

も多分おっしゃっていたと思うんです。

南野委員おっしゃっていたと思うんです

けども、いろんな意味で、そこの部分を

何とかもっと活用できないのかというと

ころが今一番問われているところだとい

うふうに感じています。

　この近隣で「まなびや」というような、

各団体さんが、学校終わった後、子ども

たちに勉強を教える。勉強だけではなく

て、勉強以外のこともやるというような

団体さんが五中のほうにもチラシを配っ

ていらっしゃいます。そういった団体の

手をかりていかなければならない部分も

もちろん出てくると思います。そういっ

たときに、この学童保育のあり方、それ

から今現在の延長の部分に関して、今後

この摂津市ではどういうふうに考えられ

ているのか。私は、教育長にそこのあた

りをご答弁いただきたいというふうに思

います。

　第５次行政改革の中で、学童保育は民

間委託をするというような方向もござい

ますので、民間委託をするまでの間、い

ろんな条件がここに出てくると思います。

民間委託にするに当たって、場所の確保

はどうするかというようなこと。それか

ら、民間委託にすれば、もちろん人員も

どういった人員でやっていくのか、それ

から受け入れキャパシティーはどれぐら

いなのか、こういったことも全て決めて

いかないといけないと思うんですけども、

それまでの間、今の子育て支援制度もど

んどん進められて、働く保護者の方たち

を支援していくという中で、摂津市のそ

の考え方としては、教育長、どういうふ

うに考えられているのか、最後にお聞き

したいなと思います。

○安藤薫委員長　先に山本部長。

○山本教育総務部長　課題でございます

保育時間の延長でございます。

　今、委員からもございましたように、

第５次行革の中でサービス向上をしてい

く一つのテーマ。ただ、やはり財源の問

題も、委員もいつもおっしゃっておられ

ます。その辺をうまくクリアするのに、
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今、少しお時間をいただいているという

ところでございます。その中で、こうい

うような条例制定のお話も出てまいりま

した。

　今現在、国といいますか、大阪府の考

え方として、補助金が１つの小学校区に

１つだというふうな１つの考え方がござ

います。そうしたら、今の学校でやって

いる以外を２つ目と数えられますと、そ

こには補助の対象にはならない。市がそ

こに事業をお願いしたり、そこにお願い

する場合、全て単費でのことになるとい

うようなことも今現在は考えております。

　今後いろんなことが示されてくるのか

と思います。マスコミなり新聞報道なり

を通じて、私もいろいろ聞いております。

場合によっては送迎に対する補助もある

やら、マスコミ報道がございました。先

ほど嶋野委員もおっしゃいましたけども、

今民間でやっておられる、１日２、３時

間やっておられるとこも現実にあるでは

ないか。そうしたら、これは私の勝手な

思いなんですけども、今は市でやってい

る部分と民間の保育園さん等々でやって

おられる分が２つと数えられると思うん

です。今の補助制度であればですね。今

後、もしその送迎も含めて考えたときに、

これを１つというような形で府なり国な

りが弾力的に考えていただければ、今の

小学校の環境、送迎についても何らかの

財政的支援がある。そういうことになれ

ば、喫緊にはそういうことも見えてくる

のかなと思うんですけども、今、歳入の

制度が全然我々に伝わっておりませんの

で、いろいろと担当、子育て支援課とい

ろいろ想定はしておりますので、その１

つが今例示としてお示しさせていただき

ました。

　ただ、これは全くの内部検討案という

ようなことでございますので、補助制度

がいろいろ見えた段階で、もう少し具体

的にご説明をさせていただきたいという

ふうに思います。

○安藤薫委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　こんなところで私ごと
を言うのもあれなんですけども、私のと

ころも共働きで、今も勤めておりますの

で、子ども３人育てるに当たりまして、

保育所にお世話になって、子どもらが就

学したら学童にお世話になっていました。

そういう意味で、やはり保育所を上がっ

て、小学校の１年、２年、３年生のとき

に子どもたちをどうするかというのが、

保護者の方々の一番悩まれるところだと

いうのはよく理解をしております。

　今の国のほうも女性の社会進出といい

ますか、力をお借りするということで旗

を上げていただいておりますけども、実

際、山本も申しましたけど、そういうこ

とをしていくためには、社会全体で子ど

もたちを守って育てていくという意味で、

予算的な措置もきちんとお願いしたいと

思います。さまざまな危機対策の必要な

部分もありますから、きちんとしたシス

テムをつくった上で子どもたちをお預か

りしていかないといけないんだろうなと

思います。

　また、一方、そういう思いと、保護者

の方には、やっぱりできる限り子どもと

触れ合う時間、お仕事もお忙しいでしょ

うけども、できるだけ子どもとの触れ合

う時間も大切にしていただきたいなとい

う思いもありますので、そのあたりも含

めて今後考えていきたいというふうに思

います。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　財政の問題は非常に

大きな問題でございますので、簡単には、

スムーズにはいかないということも重々

よくわかっております。
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　ただ、やはり小学校の低学年の子ども

たちというのは、基本的に一番やっぱり

重要な時期でございます。今、未就学園

児にも力を入れるというようなこともさ

れておりますけれども、今現状としては、

１年生、２年生、３年生の子どもたちと

いうのは、学童保育の中でも、５時半に

なったら真っ暗な中を帰っていったりと

か、それから鍵を持って、家の中で１人

でいたりとか、そういった子どもたちが

非常に多いです。そこで宿題もなかなか

思うようにできていない、学力が到達し

ていない子どもにとっては、もう宿題を

やるだけでも精いっぱいである。保護者

が見ていられない状況の中でやっていく

のも困難な状況であるというようなこと

も、本当に現実ございます。

　ですから、できるだけ地域性に合った

ような、私は国基準だけではなくて、や

はり摂津市のオリジナルな形で、いろい

ろ地域性も考えて、含めた学童保育のあ

り方というものをしっかりと考えていっ

て、そこに財源がどういう形で乗ってく

るのか、これ未定でございますけども、

ある程度、先ほど山本部長がおっしゃっ

たように、しっかりとある程度、憶測で

もいいんですけど、計画的なことを考え

ていく必要があるのかなと思いますので、

これはもう要望とさせていただきます。

　以上です。

○安藤薫委員長　ほかは、よろしいです

か。追加はいいですか。

　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午前１１時４８分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　続いて、議案第７９号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　続いて、議案第８０号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午前１１時５０分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第６４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。
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（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午前１１時５１分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　文教常任委員長　　安　藤　　　薫

　文教常任委員　　　嶋　野　浩一朗
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